
第１条　この規約は、公益財団法人都城市文化振興財団（以下「財団」という。）の目的に
賛助する企業並びに団体に関し、必要な事項を定めるものとします。
（名称及び目的）
第２条　この会は、名称を公益財団法人都城市文化振興財団友の会法人会員（以下「法人
会員」という。）とし、財団が管理する都城市総合文化ホールの運営及び自主文化事業の推
進に資することを目的とします。
（資格）
第３条　法人会員の資格を有する者は、財団の趣旨に賛同し、財団の活動の円滑な実施に
協力しようとする企業並びに団体とします。
（法人会員に対する事業）
第４条　この会は、第２条の目的を達成するため法人会員に対し別紙の定める事業を行い
ます。
（加入）
第５条　法人会員の加入については、以下の通り定めます。
（１）別に定める入会申込を申請し財団の承諾を得て加入します。
（２）法人会員として加入しようとする企業並びに団体は、第６条に定める年会費を納付す
るものとします。
（３）財団にて年会費の納付確認が出来た時点で法人会員の資格を有するものとします。
（４）会員期間は加入した日から１年間（翌年の入会該当月の末日まで）とします。
（会費）
第６条　会費は年会費とし、次の通り定めます。
（１） 準会員：一口 20,000 円とする。
（２）正会員：一口 50,000 円とし、年間一口以上。
（３）メセナ会員：一口 500,000 円とし、年間一口以上。
２　納入された年会費は、いかなる理由があっても返還しないものとします。
（会員サービス）
第７条　会員は，入会時に財団が通知する各種サービスについて、財団が指定する方法に
より利用することができるものとします。なお、各種サービスについて、追加・変更が生
じた場合は，財団の方法で会員に通知することとします。

（退会）
第８条　以下の場合法人会員が退会の申し出を行ったものとし、会員資格並びに権利を喪
失します。
（１）法人会員自らが退会を申し出た場合。
（２）財団が定める方法で更新手続きが行われなかった場合。
（除名）
第９条　財団は、以下に該当した場合には法人会員を除名することが出来ます。
（１）財団の事業を妨げ、または妨げようとした場合。
（２）本会員規約に違反した場合。
（３）財団が法人会員として不適切であると認めた場合。
（損害賠償）
第１０条　法人会員は、本規約または財団が定めた規約に違反し財団に損害を与えた場合、
法人会員は財団に対して損害賠償責任を負うものとします。
（届出事項の変更等）
第 1１条　社名、代表者の氏名、住所等に変更があった場合は、所定の手続きにより、た
だちに財団へ届け出るものとします。
（事務取扱）
第 1２条　法人会員に関する事務は、財団事務局が行うものとします。
（規約の変更）
第 1３条　規約の変更について、財団からその内容を通知した後に法人会員がその権利を
行使した場合、財団は法人会員が変更事項を承認したものとみなします。
（その他）
第 1４条　この規約に定めるもののほか法人会員の運営について必要な事項は、財団が別
に定めるものとします。

　附　則　この規約は、平成 19 年 7月 9日から施行します。
　附　則　この規約は、平成 24 年 6月 1日から施行します。
　附　則　この規約は、平成 26 年 6月 1日から施行します。
　附　則　この規約は、平成 28 年 4月 1日から施行します。

［準会員］［正会員］［メセナ会員］

【法人会員特典一覧】

広報誌「MJdays」や公演チラシを送付致します。

希望する公演にご招待致します。
招待可能枚数は会員種で異なります。

購入されたチケット（招待券含む）を御社までお持ち致
します。

都城市総合文化ホールホームページ
への御社名を掲載致します。
（リンクを貼付けることも可能。）

都城市総合文化ホール館内の法人会員専用チラシ棚にチ
ラシを置く事が出来ます。

都城市総合文化ホール内のポスターケースの中にポス
ターを掲示することが出来ます。

（※年間４枚まで）（※年間２５枚まで）
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館内
チラシ掲示
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ポスター掲示
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※素材は静止画（JPEG ) で
お願いしています。
※湿度過多等による不具合
や、それに伴うメンテナン
スのため、放映できない場
合がございます。

多くのお客様が来場される時
間帯に効果的な放映をします。

１Fロビー奥ビジョン ○ ○ ×

２Fロビービジョン

※催事のあるときのみ

○ ×

１F窓口モニター
※開館時は常時放映

○ × ×

１Fロビー手前ビジョン
※開館時は常時放映

○ × ×

※約 2分に１回 ※約 2分に１回

※約 2分に１回

※約 2分に１回

※約 2分に１回

※催事のあるときのみ
（開場 30 分前～開演まで）

区分 内容

法人会員規約・特典について

（開場 30 分前～開演まで）

室　内 ○
※約2分に１回

バナー掲載
都城市総合文化ホールホームページの
トップ画面にバナーを掲載し、会員様
の PR枠を作成します。

ホームページ
○ × ×

公演情報提供
先行販売よりさらに早い、最速先行販売にエントリー
できるほか、抽選販売が行われる公演においては当選確
率がアップします。
購入出来る枚数は会員種で異なります。

チケット
先行購入

公演ご招待

チケット
お届けサービス

３ヶ月に１回発行している広報誌「MJdays」に御社名
を会員種掲載致します。

広報誌
社名掲載

都城茶の
サービス

公演当日、開演までのお時間限定で都城茶をサー
ビス致します。

○ ○ ○

館内各ビジョン
による放映


